
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 23 年度税制改正の積み残し 

Ｑ：平成23年度の税制改正案に上がってい

たもののうち改正にならなかったものがある

そうですが、どんなものがあるのですか？ 

 

Ａ：次のようなものが、改正になりません

でした。 

【解説】 

平成23年度の税制改正案は、いわゆるねじ

れによって、一部しか改正にならず、残され

たものについては、今年度に実施されるもの

と、今後の抜本改革の中に取り込まれ、再度

検討するものに区分されました。 

 ①今年度の税制改正で改正されるもの 

  今年度の税制改正で改正されるものには、

次のようなものがあります。 

 ・給与所得控除の上限設定 

 ・特定支出控除の見直し 

 ・勤続年数５年以下の役員退職金課税の見直 

  し 

 ②再度見直し 

  次の改正案は、社会保障と税の一体改革の

中で見直すこととされました。 

 ・成年扶養控除の見直し 

 ・相続税の基礎控除の引下げと税率の見直し 

 ・相続税の死亡保険金の非課税限度額 

 ・相続税の未成年者控除等 

 ・一般贈与の贈与税率の見直し 

 ・直系尊属からの贈与の贈与税率の見直し 

 ・相続時精算課税制度の対象の見直し 
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